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第１期中期目標期間中の評価委員会の審議スケジュール（案） 

 

１ 全体概要 

平成２４年度【独法化後１年目】（７月～１１月） ３回程度 

・業務実績に関する評価の基本方針、年度評価実施要領の検討、決定 

・財務諸表の確認方針の検討、決定 

 

平成２５年度【独法化後２年目】（７月～８月） ３回程度 

・平成24 年度業務実績報告の評価、財務諸表等への意見 

 

平成２６年度【独法化後３年目】（７月～８月） ３回程度 

・平成25 年度業務実績報告の評価、財務諸表等への意見 

 

平成２７年度【独法化後４年目】（７月～３月） ５回程度 

・平成26 年度業務実績報告の評価、財務諸表等への意見 

・３年目までの中期計画の進捗状況の検証、中間評価 

 

平成２８年度【独法化後５年目】（４月～３月） ５回程度 

・第１期中期目標終了時における法人の業務の継続の必要性などへの意見 ※ 

・平成27年度業務実績報告の評価、財務諸表等への意見 

・次期中期目標、中期計画への意見 

※（参考）地方独立行政法人法の抜粋 

（中期目標の期間の終了時の検討） 

第３１条 設立団体の長は、地方独立行政法人の中期目標の期間の終了時において、当該地方独立行

政法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行

い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする。 

２ 設立団体の長は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴かなければ

ならない。 

 
（参考） 

平成２９年度【独法化後６年目】（４月～８月） ５回程度 

・平成28年度業務実績報告の評価、財務諸表等への意見 

・第１期中期目標の総合評価 

資料８ 
















